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Ⅰ はじめに 
１ 経営戦略の目的 

兵庫県流域下水道事業は、昭和41年度以降、猪名川、武庫川、加古川及び揖保川の４流域６処

理で流域下水道事業、兵庫東、兵庫西地区で汚泥処理事業を推進してきた。その結果、生活排水

処理率は、98.9%と全国２位、下水道普及率は93.2%で全国5位の高い水準となっている。 

しかし、人口減少に伴う使用料収入や高度経済性成長期に集中的に整備した施設の老朽化対策

が大きな課題となっており、今後、安定的に下水道事業を進めていくためには、事業の経営状況

や財務状況を把握し、適切に老朽化施設の改築、更新を進めていく必要がある。そのような中、

平成27年１月に総務大臣より、地方公営企業会計を平成31年度までに適用するよう要請があり、

本県では平成30年４月より地方公営企業法の一部適用（財務規定の適用）を導入した。    

   この経営戦略は、地方公営企業法の一部適用により、経営状況や財務状況が明確になる中、今後の

経営成績や投資状況を見込み、「効果的な老朽化対策」、「資源・施設の有効利用」、「南海トラフ地震等

に備える地震津波対策」、「効率的な日常維持管理の実施」を重点取り組みとして位置づけ、持続的、

安定的に下水道サービスを提供し、安全で安心なまちづくりを進めていくにあたり、中長期的な指針

として策定するものである。 
 

２ 計画期間及び経営方針 

計画期間は、令和元年度から 10 年度までの 10 年間とする。 

兵庫県流域下水道事業は、市町の公共下水道事業と異なり、直接、県民から使用料を徴収しておら

ず、当該年度の維持管理費を処理場毎に市町が負担している。改築更新費についても国費・県費を除

いた額を処理場毎に市町が負担しており、資金ベースの収支は、毎年度±０円となる。また、処理場

毎に収支を完結させているため、赤字の処理場を黒字の処理場で補填するといった状況も生じない。 

こうした経営を従来から行ってきたが、今後とも従来の赤字にも黒字にもならない「毎年度精算方

式」を継続することを経営方針とする。 
 
Ⅱ 下水道について 

１ 役割 
（１）生活環境の改善・維持 

生活あるいは生産活動に伴って生じる汚水が、住宅地付近に滞留すると、悪臭が発生したり蚊や

ハエの発生源となるだけでなく、伝染病発生の危険性も増大する。 

下水道を整備することにより、汚水は速やかに排除され、周辺環境が向上する。 

また、下水道事業は、その建設が済めば事業が完了するというものではなく、適切な維持管理を

継続して実施することにより、はじめてその機能を発揮するものである。 

（２）便所の水洗化 

下水道が整備されると、従来のくみ取り便所から快適で衛生的な水洗便所が使えるようになる。 

（３）浸水被害の防除 

急激に市街化が進行した地区では雨水の浸透・貯水能力が低下し、各地で浸水被害が発生してい

る。下水道は、河川とともに雨水の排除のための重要な役割を担っている。 

（４）公共用水域の水質保全 

生活雑排水などが処理されないまま河川に流れ込むと水質は悪化し、悪臭がしたり、魚が棲めな

くなったりする。下水道は汚水を浄化して公共用水域に戻すので、水質改善に大きく寄与している。  

（５）資源・施設の有効利用 

下水道は、処理水、汚泥、熱等の多くの利用可能な資源・エネルギーを有しており、それらを再

利用することによって、省エネ・リサイクル社会の実現に向けて大きな役割を担っている。 

また、処理場・ポンプ場の上部を公園等に利用したり、将来の施設用地を太陽光発電に一時的に

使用するなどの有効利用を図っている。 
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２ しくみと種類 

家庭や事業所などから排出された汚水は、下水管及びポンプ場を経由して処理場に送られ清澄な水

に処理された後、公共用水域に放流される。 

【分流式】 汚水と雨水を別々の管渠系統で排除するもの 

【合流式】 汚水と雨水を同一の管渠系統で排除するもの 
 

（分流式）                  （合流式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

３ 生活排水処理率と下水道普及率の推移 

県と市町が連携して下水道をはじめとする各種生活排水処理施設の整備促進を図る「生活排水 99％

大作戦」を平成３年度より展開した結果、平成 30 年度末の生活排水処理率は 98.9％と東京都に次い

で全国２位、下水道普及率は 93.2%で全国５位の高い水準となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※( )内は、本県における事業実施市町数、流域処理区数 

下水(汚水・雨水)
を排除・処理するた
めに設けられる排水
施設・処理施設又は
これらの施設を補完
する施設の総体

市町が管理する下水道で終
末処理場を有するもの又は流
域下水道に接続するもの

都道府県が管理する下水道
で、２以上の市町の区域にお
ける下水を排除し、終末処理
場を有するもの

主として市街化区域内
における下水を排除し又
は処理するもの

市街化区域以外の地域
における下水を排除し又
は処理するもの

（狭義の）公共下水道

農業集落排水施設

公 共 下 水 道

流 域 下 水 道

下水道法上の下水道

その他の生活排水処理施設

生活排水
処理施設

漁業集落排水施設

コミュニティ・プラント

浄化槽

特定環境保全公共下水道

（２９市１２町１組合） （２８市９町１組合）

（２２市１１町）

（４流域６処理区）

生活排水処理率及び下水道普及率　全国上位５位（平成30年度末）

順位

1 東京都 99.8% 東京都 99.6%

2 兵庫県 98.9% 神奈川県 96.8%

3 滋賀県 98.7% 大阪府 96.0%

4 京都府 98.2% 京都府 94.7%

5 神奈川県 98.1% 兵庫県 93.2%

生活排水処理率 下水道普及率
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（１）県内の生活排水処理率、下水道普及率と下水道事業費の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）事業別の生活排水処理率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）市町域別の生活排水処理率と下水道普及率 
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生活排水99％大作戦の推進

68.1

H3末
H30末

生活排水処理率

下水道普及率

H3末(初年度) H30末(実績) 伸率

公 共 下 水 道 62.2 93.2 ＋ 31.0

農 業 集 落 排 水 0.2 2.7 ＋ 2.5

漁 業 集 落 排 水 0.0 0.1 ＋ 0.1

コミュニティ・プラント 0.4 1.1 ＋ 0.7

個別処理 浄 化 槽 5.3 1.8 － 3.5

68.1 98.9 ＋ 30.8

集合処理

合　　計

生活排水処理率（％）
区　　分
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（４）都道府県別生活排水処理率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）都道府県別下水道普及率 

 
 
 

下水道普及率(平成30年度末)全国

凡例

９０％以上

７０％以上～９０％未満

５０％以上～７０％未満

５０％未満

※
全国第５位 全国第４位

全国第１位
全国第３位

全国第２位
※　福島県は、東日本大震災の影響により調査不能な市町村を除いた値としている。

39.5%
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66.2%
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68.1%
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全国第４位 ※
全国第２位 全国第３位

全国第１位

全国第５位
※　福島県は、東日本大震災の影響により調査不能な市町村を除いた値としている。

全国平均 91.4%
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87.0%

佐賀

83.8%

長崎

80.9%

大分

73.8%

山口
87.2%
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Ⅲ 流域下水道事業 
  

流域下水道とは 

○下水道法（昭和33年法律第79号）第２条第４項のイ 

 専ら地方公共団体が管理する下水道により排除される下水を受けて、これを排除し、及び

処理するために地方公共団体が管理する下水道で、二以上の市町村の区域における下水を排

除するものであり、かつ、終末処理場を有するもの 

１ 流域下水道事業の成り立ちと経緯 
本県では、昭和 41 年度以降、猪名川流域下水道（下記「流域下水道事業箇所図①」、以下、各処理

事業の番号を記載）が、事業を開始したのを皮切りに、武庫川上流（②ア）、武庫川下流（②イ）、加

古川上流（③ア）、加古川下流（③イ）、揖保川（④）の４流域６処理区で、流域下水道事業を推進し

ており、これに接続する流域関連公共下水道が神戸市、姫路市など 17 市４町で実施されている。 

平成 30 年度末現在、６処理区合計の処理人口は約 195 万人、日最大処理能力は約 105 万ｍ３/日で、

年間約 3億ｍ３の下水を処理し、公共用水域の水質保全に貢献している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

出展「兵庫県まちづくり技術センター」ホームページより 

猪　名　川 昭和41年 351.6 62,756 1,236 ※

武庫川上流 昭和60年 194.3 25,722 636

武庫川下流 昭和51年 622.0 104,191 1,470

加古川上流 平成２年 252.4 30,202 1,428

加古川下流 平成４年 343.9 48,297 1,545

揖　保　川 昭和63年 184.7 29,454 1,016

計 1,948.9 300,622 7,331

※ 関係市町から直接豊中市へ委託している処理場経費（1,206百万円）を含む。

流域下水道 供用開始年
維持管理費

（百万円）

汚水処理の状況　　　　　　（平成30年度）

処理人口

（千人）

年間処理水量

（千㎥/年）
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兵　庫　東 平成元年 1,489.9 138,953 2,459

兵　庫　西 平成元年 582.1 84,499 3,225

計 2,072.0 223,452 5,684

流域下水汚泥
処 理 施 設

供用開始年
維持管理費

（百万円）（千人） （t/年）

汚泥処理の状況　　　　　　（平成30年度）

年間処理汚泥量処理人口

（１）猪名川流域下水道 

・ 対象市町  ：尼崎市、伊丹市、宝塚市、川西市、猪名川町 

（大阪府側：豊中市、池田市、箕面市、豊能町） 

・ 着手年度  ：昭和 41 年度 

・ 供用開始年度：昭和 41 年度 

（２）武庫川上流流域下水道 

・ 対象市町  ：神戸市、西宮市、三田市 

・ 着手年度  ：昭和 53 年度 

・ 供用開始年度：昭和 60 年度 

（３）武庫川下流流域下水道 

・ 対象市町  ：尼崎市、西宮市、伊丹市、宝塚市 

・ 着手年度  ：昭和 44 年度 

・ 供用開始年度：昭和 51 年度 

（４）加古川上流流域下水道 

・ 対象市町  ：神戸市、西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市 

・ 着手年度  ：昭和 51 年度 

・ 供用開始年度：平成 2年度 

（５）加古川下流流域下水道 

・ 対象市町  ：加古川市、高砂市、稲美町、播磨町 

・ 着手年度  ：昭和 62 年度 

・ 供用開始年度：平成 4年度 

（６）揖保川流域下水道 

・ 対象市町  ：姫路市、たつの市、宍粟市、太子町 

・ 着手年度  ：昭和 53 年度 

・ 供用開始年度：昭和 63 年度 

 
２ 流域下水汚泥処理事業の県への移管 

日本下水道事業団が、終末処理場等から発生する下水汚泥を広域的に処分するエース事業を兵庫東

地域と兵庫西地域で行ってきたが、この事業は国の特殊法人等整理合理化計画のもと、平成 15 年３月

に県に移管された。 

 

 

 
 

 

（１）兵庫東流域下水汚泥処理事業 

   ・ 対    象    ：（流域下水道）武庫川上流流域下水道・武庫川下流流域下水道 

（公共下水道）尼崎市、西宮市、芦屋市 

  ・ 着手年度    ：昭和61年度 

・ 供用開始年度：平成元年度 

・ 平成30年度処理量：138,953t（脱水汚泥量） 
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（２）兵庫西流域下水汚泥処理事業 

   ・ 対    象    ：（流域下水道）揖保川流域下水道 

（公共下水道）姫路市、たつの市、太子町 

・ 着手年度    ：昭和61年度 

・ 供用開始年度：平成元年度 

・ 平成30年度処理量：84,499t（脱水汚泥量） 

 

Ⅳ 現在の取組 
 １ 計画的な老朽化対策 

（１）現状 

    兵庫県が管理する処理場は、新しい箇所でも供用開始から25年以上経過している。生活排水処理

率向上のため、とりわけ昭和61年から平成12年までは、日本下水道事業団が整備した汚泥処理場の

建設費を含め、年間200億円を超え、最大490億円の施設整備を進めてきた。 

（２）施策展開の事例 

施設の老朽化対策を計画的・効率的に推進するため、「ひょうごインフラ・メンテナンス10ヵ年

計画（H26～35）」に基づき、下水処理機能の継続性を確保しつつ、長寿命化を含めた計画的な改築・

更新等を実施している。 

 

   流域下水道事業費の推移 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※ エース事業 … 日本下水道事業団が実施した下水汚泥広域処理事業 

             平成15年３月に事業団から兵庫県へ移管 

 

２ 資源・施設の有効利用 

（１）現状 

下水道は、処理水、汚泥、廃熱など資源やエネルギーとして利用可能なものを有している。また、

処理場やポンプ場は都市部における貴重な空間である。 
資源やエネルギーの有効利用が求められるなか、本県においても下水道を資源と捉え、有効活用

を図っている。 
 

（億円） 
200 億円/年を超える施設整備を実施 
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（２）施策展開の事例 

① 処理水の有効利用 

・ 原田処理場（修景用水、散水用水） 

・ 武庫川上流浄化センター（散水用水） 

・ 武庫川下流浄化センター（散水用水） 

・ 加古川上流浄化センター（修景用水） 

 
 
 

② 汚泥の有効利用 

・ 兵庫西流域下水汚泥広域処理場 

建設資材 4,183 t/年(H30年度) 

（アスファルト合材の細骨材や 

コンクリート二次製品用骨材 

として利用） 

 
 
 

③ エネルギーの創出 

・ 原田処理場 

消化ガス発電 4,233,790kWh/年（H30 年度） 

・ 武庫川下流浄化センター、 

揖保川浄化センター、 

      加古川上流浄化センター 

太陽光発電設備 計 

1,323,543kWh/年（H30 年度） 

（処理場での使用電力量の 2.1％） 

 

④ 処理場空間の有効利用 

・ 加古川上流浄化センター 

多目的広場 27,000㎡ 

（平成30年度利用者数：15,408人） 

・ 原田処理場 

多目的広場、せせらぎ広場 42,000㎡ 

（平成30年度利用者数：46,876人） 

 

 

 

 

 

処理水を利用した修景施設 

（加古川上流浄化センター） 

溶融スラグを活用したアスファルト舗装 

（兵庫西流域下水汚泥広域処理場） 

下水汚泥消化タンク 

（原田処理場） 

処理場上部空間を利用した多目的広場 

（加古川上流浄化センター） 
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３ 南海トラフ地震等に備える地震・津波対策 

（１）現状 

東日本大震災では、処理場やポンプ場が機能停止するなど、下水道施設は甚大な被害を受けた。

今後、南海トラフ地震等大規模地震の発生が懸念される中、日常生活に欠くことのできない下水道

施設は、十分な耐震対策や津波対策を行う必要がある。 

（２）施策の展開 

① 地震対策 

耐震化を進めるには多くの期間と費用を要するため、本県では、緊急性や重要性を考慮し、下

表のとおり独自の目標を定めて対策を実施している。 

兵庫県の流域下水道施設における耐震対応目標 

事業期間： 概ね10年間（平成24年度～令和5年度） 

管渠施設（管渠・人孔） 上流から下流へ流せる状態を確保する 

処理場・ 

ポンプ場 

中継ポンプ場 送水機能を確保する 

水処理施設 必要処理水量を沈澱・消毒処理できる施設を確保する 

汚泥処理施設 必要処理汚泥量を脱水処理までできる施設を確保する 

【進捗状況（平成 30 年度末）】 

・ 管渠施設     全体約 205.8km の内 205.8 ㎞(100.0%)で耐震対策済 

・ マンホール    全体 924 基の内 839 基(90.8％)で耐震対策済 

・ 処理場・ポンプ場 全体 88 箇所の内 79 箇所(89.8%)で耐震対策済 

② 津波対策 

南海トラフ巨大地震を想定した本県独自の津波浸水シミュレーションに基づき、武庫川下流浄

化センター及び兵庫東流域下水汚泥広域処理場で、平成 29 年度から防潮堤等の工事を進めている。 
 

４ 下水高度処理の推進 

（１）現状 

より良好な水質を得るため、標準的な下水処理では十分に処理できない窒素やリンなどの栄養塩

類を除去する高度処理を必要に応じて行っていく。 

（２）施策の展開 

武庫川上流及び加古川上流では、放流先河川の下流で水道原水として取水していることから高度

処理方式を採用し、全水処理施設の高度処理化改築が完了した。 

 

流域下水道における放流水質の状況    （単位：mg/l） 

箇所名 武庫川上流流域下水道 加古川上流流域下水道 

項 目 
高度処理導入前 
(H元年度平均） 

高度処理導入後 
(H29年度平均) 

高度処理導入前 
(H8年度平均) 

高度処理導入後 
(H29年度平均) 

BOD 2.1 1未満 1.8 1未満 

SS 1未満 1未満 1 1未満 

T-N 14 3.2 20 4.9 

T-P 1.8 0.1 0.5 0.9 

 

また、大阪湾の水質環境基準達成のため、猪名川及び武庫川下流では、必要に応じて高度処理化を

行う。 
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５ 効率的な日常維持管理の実施 

（１）現状 

流域下水道施設の維持管理は、豊富な現場経験とノウハウの蓄積に裏打ちされた高度な技術力が

必要なため、兵庫県まちづくり技術センターに委託している。処理を行っている直近の流入下水道

量及び受泥汚泥量は次のとおりやや減少傾向である。 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：百万㎥）【流入下水量の推移】

98.0

104.5
103.2

105.4
107.6

101.6 102.7
101.1

105.6

100.5 101.0

104.2
100.0

110.0

武庫下

加古下

加古上

揖保川

武庫上

39.6 40.0 40.9
43.7

49.0
46.4 46.8

45.2
47.8 46.6 46.4

48.3

29.0 28.7

31.8 32.2
30.4 29.6 30.0 29.6

31.1 30.9 30.5 30.2

27.8 27.7 26.9
28.2 28.0 27.7 28.3 27.2

29.0 28.0 28.2
29.5

25.4 25.7 25.9 25.9 26.8 25.6 25.4 25.6 26.4 26.0 25.9 25.7
20.0

30.0

40.0

50.0

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

　　　　　【受泥汚泥量（生汚泥）の推移】 （単位：万㎥）

307.0 296.3 291.0 290.4 295.8 294.1 287.0 281.6 287.1 282.6 282.6 280.1
170.3 159.2 146.8 146.0 153.4 145.6 137.7 134.2 141.3 142.2 152.8 154.7

100.0

200.0

300.0

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

兵庫東

兵庫西

　　　　　【受泥汚泥量（脱水ケーキ）の推移】 （単位：千ｔ）
21.4 20.0 18.4 17.9 16.0 15.8 15.6 15.3 16.1 16.3 14.7 13.6

10.0

20.0

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

系列1
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（２）包括的民間委託の導入 

兵庫県まちづくり技術センターでは、適正な維持管理水準を確保した上、更なるコスト縮減

と民間の創意工夫による効率的な運営手法を取り入れた包括的民間委託※を平成20年度から順

次導入し、平成 23 年度に全ての処理場において導入している。 
 
 
 
 
 
 
          

                                                           
                                      

 
 
 

（３）維持管理費の削減に向けた取組 

 包括的民間委託の導入に伴う民間の創意工夫による効率的な運営手法には、 

・ 薬品、電気、燃料の調達を本社で一括実施 → 調達の迅速化、コスト縮減 

・ 日常点検データを蓄積 → 傾向と対策で管理 → 適宜適切な部品交換等 

・ 修繕と保守点検を一体的に実施 → 部品調達の効率化 

・ 複数年契約による専門職員の安定確保 

・ 受託業者からの技術提案 → 運転管理に反映(夜間ｼﾌﾄ･間欠運転等) → コスト縮減 等 

などがあり、近年の維持管理費コストの増加傾向に対応している。 

 

維持管理費を分類すると、H29 実績で、 

 人件費(職員＋委託職員)、電気代、修繕費が７割を占めている。 

この３つの経費が、下表のとおり増加している。 

・ 人件費･･････人手不足などから、労務単価が上昇 

・ 電気代･･････東日本大震災に伴う原子力発電所の停止等 

・ 修繕費･･････対象施設の増加及び老朽化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※包括的民間委託とは 
放流水質基準の遵守など一定条件を付加しながら、施設の運転方法の詳細等は民間事業者の

自由裁量に任せた維持管理業務（運転管理、薬品調達、修繕等）を一括委託するもの 

県 

まちづくり 

技術センター 
民間事業者 

高度な技術力 自由裁量が働く 創意工夫による効率的
な運営 → 経費削減 

(業務委託)   (包括的民間委託) 

兵庫県流域下水道事業の維持管理費（近年5箇年毎の推移）

H19 H24 H29 H29-H19 H29構成比

運転管理（百万円）委託職員人件費 2,340 2,755 3,185 430 27.6%

給与等　（百万円）　職員の人件費 813 579 569 -10 4.9%

3,153 3,334 3,754 420 32.5%

H19比 － 105.7% 119.1%

16,000 16,400 19,100 2,700

－ 102.5% 119.4%

1,789 2,087 2,477 390 21.4%

－ 116.7% 138.5%

166 160 154 -6

－ 96.4% 92.8%

9 10 14

－ 113.5% 162.6%

1,170 1,364 1,784 420 15.4%

－ 116.6% 152.5%

3,398 3,228 3,542 30.6%

95.0% 104.2%

9,510 10,013 11,557 1,544 100.0%

－ 105.3% 121.5%

区　　　　　分

実績値

客観的指標

実績値

使用量

客観的指標

H19比

電気代　　（百万円）

修繕費　　（百万円）

H19比

電力単価（特別高圧従量）（円/１kWh）

実績値

実績値

人件費

電気代

修繕費

維持管理費　総額

その他 実績値

人件費 合計（百万円）

H19比

労務単価（電工単価）（円）

H19比

維持管理費（百万円）

H19比

その他　　（百万円）

H19比

H19比

電力使用量（千kWh）
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前ページの表から、 

・ 人件費：業務毎の契約事務等の業務内容を精査し、まちづくり技術センターの人件費を削減

（H19→H29 人件費△約３割）する一方、運転管理は増加。客観的指標で、H19 から H29 にかけ、

労務単価が 19.4％増加しているところ、19.1％に抑制。 
 

・ 電気代：電力単価は、H19 から H29 にかけ、62.6％も上昇する中、省エネ機器の導入等によ

る電力使用量の削減もあって、38.5％×92,8％＝35.7％に抑制。 
 

・ 修繕費：対象施設の増加及び老朽化により 52.5％増。国の経済対策補正等を積極的に確保す

るなど老朽化対策を前倒し修繕費の抑制を目指す。（修繕費は 100％自治体負担。国庫補助対象

の老朽化対策は 10～15％が自治体負担） 

・ その他の経費は、ほぼ同額。 
 

このような厳しい経営環境の中、今後とも、包括的民間委託の導入に伴う民間の創意工夫など

によって、上記の経費抑制を継続していく。 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

　　　　　　　　　　　　　 【兵庫まちづくり技術センターの維持管理費実績　近年5ヵ年毎の推移】　　　 （単位：百万円）

H19 H24 H29 H24-H19 H29-H24

9,510 10,013 11,557 503 1,544

813 579 569 △ 234 △ 10

1,170 1,364 1,784 194 420

7,527 8,070 9,204 543 1,134

主な （うち運転管理） 2,340 2,755 3,185 415 430

増加 （うち電気料金） 1,789 2,087 2,477 298 390

項目 （うち補修費） 0 238 412 238 174

※　H19は包括的民間委託導入前、H24は同委託導入後

内
訳

区分

維持管理費　計

給与等

修繕費

委託料ほか

　　　　【流域下水汚泥処理単価　近年５箇年毎の推移】

H19 H24 H29 H24-H19 H29-H24

兵庫東 生汚泥（円/㎥） 631 776 950 145 174

兵庫西 生汚泥（円/㎥） 1,334 1,577 1,689 243 112

兵庫西 脱水ケーキ（円/ｔ） 25,515 39,321 40,517 13,806 1,196

区分

　　【流域下水汚水処理単価　近年５箇年毎の推移】 （単位：円/㎥）

区分 H19 H24 H29 H24-H19 H29-H24

武庫川上流 31.08 31.45 36.34 0.37 4.89

武庫川下流(分流) 23.19 24.73 29.04 1.54 4.31

武庫川下流(合流) 19.89 20.67 24.66 0.78 3.99

加古川上流 37.94 39.65 46.09 1.71 6.43

加古川下流 27.44 26.52 35.15 △ 0.92 8.63

揖保川(一般) 52.23 55.51 60.14 3.28 4.63

揖保川(皮革) 107.26 134.96 143.06 27.71 8.10
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６ 下水道広報の実施 

（１）下水道施設見学会の開催 

県ホームページ、各市町等の広報誌等を通じて参加者を募集し、下水道施設見学会を開催してい

る。下水道施設の役割や浄化方法の説明、施設の案内、マンホールカードなどを配布することによ

り、下水道の存在を身近に感じられるよう、イメージ向上に努めている。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）マンホールカードの発行 

県流域下水道で設置している県花「のじぎく」マンホール蓋が、全国的に人気を博しているマン

ホールカードの公募で選考され、平成 30 年４月 28 日から原田処理場で配布を開始し、令和元年 12

月末現在の配布実績は、9,502 枚にのぼっている。 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）ひょうごのマンホールガイドの活用 

平成 30 年７月に兵庫県下水道協会で作成した「ひょうごのマンホールガイド」などの広報ツー 

ルを活用して、県民に下水道の大切さを分かりやすくアピールしている。 

 
 
 
 
 
 
 

武庫川上流浄化センター 

 

加古川上流浄化センター 

施設見学会の状況 
 

 (表) 

 

(裏) 
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Ⅴ 下水道を取り巻く課題 

１ 改築更新の着実な推進 

（１）施設の老朽化 

兵庫県が管理する施設の老朽化が今後益々進み、施設更新費用の更なる増大が見込まれる。こう

した状況下にあっても、下水処理機能の継続性を確保しつつ、更なるコスト縮減や予算の平準化を

図るため、ライフサイクルコストの最小化が求められている。 

 

（２）予算額・補助金の減少化 

国全体の予算額及び補助金額は、ともに平成 10 年度がピークであったものの、その後、減少が続

き、平成 29 年度ではピーク時の３分の１以下となっている。 

また、国の平成 29 年度財政制度等審議会では、下水道事業の汚水処理施設の改築・更新について、

「受益者負担の原則と整合的なものとするべき」などの意見が出されている。 
 

 
 

 

【参考：財政制度等審議会財政制度分科会における主な指摘事項（抜粋）】 

 

〈H29 春の財政審 H29.5.10〉 

・ 受益と負担の関係を明確化するための環境が整う中、汚水処理施設整備率が 90%の水準に達し、

今後は維持管理・更新が主要課題になることを踏まえると、受益者負担の原則を徹底し、雨水対策・

水質保全等の役割を勘案しつつ、原則として使用料で必要な経費を賄うことをめざすべき。 

・ 国費での支援については、こうした方向性に沿った取組を促進する観点から、水道事業体系・役

割も参考にしつつ、徹底した重点化をめざすべき。 
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〈H29 秋の財政審 H29.10.17〉 

・ 下水道事業の汚水処理原価や使用料単価には、それぞれ地方公共団体間で大きな差がある。こう

した経営情報を｢見える化｣し、使用料の適正化やコスト縮減の徹底化を図るべき。 

・ 建設省告示(昭和 46 年第 1705 号)も踏まえ、社会資本整備総合交付金等については、平成 30 年度

予算より、下水道の公共的役割・性格を勘案し、地域の特性等に配慮しつつ、未普及の解消及び雨

水対策に重点化していくべき。 

 

【国庫補助率の変遷】

S50～55 S56～59 S60 S61 S62～H2 H3～4 H5～

管渠等 2/3 2/3 6/10 5.5/10 5.25/10 5.5/10 1/2

2/3 2/3 6/10 5.5/10 5.25/10 5.5/10 1/2

3/4 3/4 2/3 6/10 5.75/10 6/10 2/3

管渠等 6/10 6/10 5.5/10 1/2 1/2 1/2 1/2

6/10 6/10 5.5/10 1/2 1/2 1/2 1/2

2/3 2/3 2/3 5.5/10 5.5/10 5.5/10 5.5/10

表上段（低率）：管渠、用地、ポンプ場等

表下段（高率）：終末処理場のうち処理場等

区分

処理場
流域下水道

公共下水道
処理場

 
 

２ 再生可能エネルギーの利用推進 

下水の処理過程で多くのエネルギーを使用（電力消費量：全国消費量の約 0.7％、温室効果ガス排

出量：約 0.5％）している。一方、下水道は資源やエネルギーとして利用可能なものが含まれている

ことから、再生可能エネルギーとしての下水道資源の活用促進に向け、平成 27 年 5 月に下水道法が改

正された。 

このことにより、今後の下水処理場焼却炉の改築更新にあたっては、下水汚泥のエネルギー有効活

用を行うことが求められるようになったことからも、下水汚泥エネルギーを有効に利用できる施設の

構築を図る必要がある。 
 

３ 更なる維持管理コストの縮減 

人口減少の進展により、兵庫県流域下水道処理人口は、194.9 万人（平成 30 年度末現在）が平成 40

年には 181.7 万人（△6.8％）になると推計している。こうした人口減少により、市町が徴収する下水

道使用料の収入減少が見込まれ、使用料の値上げにつながる可能性がある。流域下水道事業の維持管

理費は全額地元市町負担となっていることから、市町の下水道使用料への賦課をできるだけ抑えるた

め、さらなる維持管理コスト縮減を図る必要がある。 

 

４ 専門職員の不足 

定員削減や団塊世代の退職等により、専門職員が減少しており、兵庫県下水道関係課及び兵庫県ま

ちづくり技術センターにおいては高齢化が進んでいる。 

このことから、下水道技術に関する研修に若手職員を積極的に参加させるなど、若手職員の育成が

必要となっている。 
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Ⅵ 今後の事業展開 

１ 投資事業による下水道設備の保全 

 （１）計画的・効率的な老朽化対策（約570億円） 

① 実施方針 

県管理の社会基盤施設の多くは高度経済成長期以降に建設されており、今後、大量の施設が築

後50年を迎えることから、計画的・効率的に老朽化対策を推進するため、平成25年度に「ひょう

ごインフラ・メンテナンス10箇年計画」（H26～35年度）を策定した。下水道施設も耐用年数の短

い機械・電気設備が多く、老朽化が進行していることから、この計画に位置づけ、これに基づき

計画的・効率的に設備の改築更新工事を進めてきた。 

しかしながら、近年、国からの交付金は横ばい傾向にあり、事業の進捗に遅れが生じる可能性

があることから、改築更新費用を削減するため、平成30年度に「ひょうごインフラ・メンテナン

ス10箇年計画」を見直した。今後も、設備の老朽化により処理場が機能停止に陥ることがないよ

う、この「ひょうごインフラ・メンテナンス10箇年計画」（R1～10年度）に基づき、改築更新工

事を計画的・効率的に実施する。工事実施にあたっては、再度、日常点検により各々の設備の状

況を調査し、改築更新する必要性を確認した上で工事に着手する。 

② 計画の考え方 

・ 管渠及び処理場の土木・建築施設は耐用年数が50年以上と長いことから、処理場の機械・電

気設備を計画の対象とする。 

・ 設備が機能停止する時期を目標耐用年数の５年後と設定し、今後10年間にこの年数を経過す

る設備がでないように、目標耐用年数経過後の適切な時期に改築更新時期を設定する。 

③ 具体的なコスト縮減策 

・ 全国的には、国が定める改築更新が交付金の交付対象となる施設の経過年数（標準耐用年数）

に対し、機械・電気設備は1.5倍の目標耐用年数を設定しているケースが多い。本県はこれまで

の更新実績を反映させるとともに、ライフサイクルコスト最小化を図る長寿命化対策工事の実

施も考慮し、機器毎にきめ細やかな目標耐用年数を設定（1.3～3.5倍）することにより、改築

更新年次を延伸する。 

・ 兵庫西流域下水汚泥広域処理場の老朽溶融炉１炉を休止し、３炉から２炉体制に移行するこ

とにより、老朽溶融炉１炉の改築更新費を削減する。（維持管理費の削減効果：2.3億円減/年） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兵庫西流域下水汚泥処理場における経費削減の取組～２炉体制の実施～ 

現状：皮革排水を含む下水汚泥を処理するため、他の 

処理場に比べて処理コストが高くなっており、 

経費の軽減が求められている。 

分析：溶融炉３基のうち、１基は 25 年が経過し、老朽 

化が著しく修繕費が増加している。また、この 

炉を更新する場合は多額の経費が必要になる。 

対応：平成 29 年 10 月から１年間の試行運転の結果、 

平成 31 年度から老朽溶融炉１炉を休止し、２炉 

体制による運転に変更することにより、改築更新 

費及び維持管理費の削減を図っている。 

兵庫西流域下水汚泥広域処理場 

(３号炉) 
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④ 計画見直しによる効果額 

・ 見直し前 663 億円 ⇒ 見直し後 570 億円 

兵庫西の老朽溶解炉 1 炉休止 

目標耐用年数の 5 年後を改築更新時期に設定 

 

（２）下水汚泥エネルギー有効利用システムの構築（約250億円） 

兵庫東流域下水汚泥広域処理場の２号炉、３号炉は、標準耐用年数を大きく超過し、老朽化が進

行しているため早急な改築更新が必要となっている。 

一方、下水汚泥は多くのエネルギーを有していること、国が下水道法を改正し、下水汚泥のエネ

ルギー有効利用の実施が求められていることから、改築更新にあたっては、消化（バイオガスの利

用）及び固形燃料化を行い、下水道汚泥のエネルギー有効活用を推進し、令和 6 年度（2 号炉）、及

び 8 年度（3 号炉）の供用を目指す。 

システムの設計（Ｄ）、施工（Ｂ）、維持管理（Ｏ）の各段階において、民間の技術力やノウハウ

を効果的に活用し、ライフサイクルコストの最小化が図れるようＤＢＯ方式による一括契約など最

適な事業手法の採用を検討する。 

 

【下水汚泥のエネルギー有効利用技術（整備イメージ）】 
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流域下水道事業費の推移及び計画【単位：億円】

計画（R1-10）

管渠

処理場（ｴｰｽ含む）

R1～10計画

主な対象

10 年間のコスト削減額 

・△72 億円（兵庫西１炉休止） 
・△21 億円（改築更新時期の設定） 

計 △93 億円（△11％） 

 

R1～10 747 億円 

主に S61 年度以降、整備した施設・設

備について、機能停止させないために

は、R1 年度からの 10 年間で計画的な

改築・更新が必要 
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【下水汚泥が有するエネルギー】 

 

 

 

 

 

 

【ライフサイクルコスト(建設費＋維持管理費)試算例】                （単位：百万円/年） 

区 分 建設費年価※ 維持管理費 合計 

従来型焼却 1,827 2,314 4,141 

(例)消化バイオガス＋固形燃料 1,918 1,722 3,640 

     ※ 各施設の耐用年数で除算 → 一年当たりの額を算出 

※ ３基の焼却炉の H30 燃料費(重油とガス代)：112 百万円 → ２基分の燃料費が不要となる 

※ 固形燃料化施設は、薬品代（珪砂等）がかさむ焼却炉より、維持管理費が安い。 

 

（３）地震・津波・高潮対策（約 54 億円） 

平成 30 年９月４日に上陸した台風 21 号に伴う高潮（過去最高の潮位を記録）により、下水処理

場の機械電気設備に浸水被害が発生した。また、今後 30 年以内に高い確率で南海トラフ地震の発生

が懸念され、この地震による津波対策を行う必要がある。このことから、高潮による再度災害、及

び津波被害を防止するため、防潮堤の早期完成を目指す。 

また、南海トラフ地震発生時にも汚水処理を継続できるよう、マンホール、下水処理場・ポンプ

場の耐震対策工事を令和 3 年度末までに完成させる。 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防潮堤整備箇所 

武庫川下流 

浄化センター 

兵庫東流域下水汚泥 

広域処理場 

※固形燃料化（低温炭化方式・250～350℃）の場合 

浸水状況 

（兵庫東流域下水汚泥広域処理場） 

防潮堤 

【進捗状況（平成 30 年度末）】全 515ｍのうち 80ｍ整備済 

消化及び固形燃料化により一般家庭

の約 5,000 世帯が年間に使用する電

力が生み出される 
火力発電 

燃料に使用 脱水汚泥 固形燃料 
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（４）予算の確保 

計画的・効率的な老朽化対策の実施や南海トラフ地震等の自然災害へ備えるため、必要な予算を

確実に確保する必要がある。このため、国の予算編成に対する提案に、「下水道施設の老朽化対策

予算の確保・拡大」を盛り込み、国に対して予算編成の時期に合わせて要望活動を実施するなど、

積極的に予算確保に向けた取組を展開する。 

また、本戦略計画期間後の令和11年度以降もさらに老朽化施設の増大が見込まれるため、国の経

済対策補正予算等を積極的に確保し、可能な限り後年度の老朽化対策の前倒しに努める。 
 

２ 安定的な経営の確立 

（１）維持管理費の削減 

近年は対象施設の増加及び老朽化に伴う修繕費の増加及び運転管理に係る人件費の上昇等により、

維持管理費は増加傾向にある。 

人口減少の進展に伴い、流入下水量の減少が見込まれることから、より一層の維持管理費の削減

に努める必要がある。 

このため、次のような取組を行うことにより、維持管理費の削減に努める。 

① 電力使用量の削減 

ア 更なる設備更新に合わせた新技術・高効率機器の導入 

     ※ 省エネ機器の導入等による電力使用量の削減 

・ メンブレン式散気装置導入 

（微細な気泡を大量発生） 

 ↓  

・ 処理水に酸素がよく溶ける→微生物が汚れをよく 

分解する 

 ↓  

・ 反応槽へ送る空気量を減らす 

 ↓  

・ 電力使用量を削減する 

イ 機器の運転時間の見直しなど、民間の創意工夫による省力化に向けた運転方法の改善 

     ・ 水中攪拌機の間欠運転 

     ・ アンモニア計、インバータ※１の導入による風量抑制 

     ・ モータープーリー径※２変更による風量抑制     など 

以上のような運転方法の改善に取り組み、さらに処理場間において、新技術の導入を進め

ることにより、一層の削減を図る。 

      ※１ 電動機の回転数を制御する装置 

      ※２ プーリー（滑車）の径を小さくすることでファンの回転数を下げる 

     ・電力使用量を 7.2%削減（H19→29 年度） 

 

② 修繕費の増加抑制 

予防保全の強化や、国の補正予算等を積極的に確保し老朽化対策を前倒し、修繕費を抑制 

 

③ 運転管理費等の削減 

兵庫西流域下水汚泥処理場における溶融炉の運転方法の見直し（再掲） 

メンブレン式散気装置 
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 （２）資本費の負担スキームの見直し 

① 市町負担の内容 

平成 29 年 4 月以降に着手する建設改良事業の県負担額のうち私費３割相当額（下図の網掛け

部分）を市町の負担とする。これは、最終２カ年行財政構造改革推進方策（最終２カ年行革プ

ラン）を踏まえ、市町に対し、適切な使用料負担を求めるとともに、将来にわたり自立・安定

的な経営を確立するため、国が示す流域下水道事業の資本費に対する地方財政措置の考え方（公

費７割・私費(使用料負担)３割）に基づき、市町の負担とすることとした。 
 

【市町負担を求める考え方】 

○ 県費のうち、使用料負担を求めていない私費相当部分について、地方財政措置の考え方

に基づき、受益者である市町が負担すべきであること 

○ 公共下水道事業において、私費部分は使用料負担となっていることとの公平性を保つ必

要があること 
 

② 対象経費 

平成 29 年４月以降に着手する建設改良事業 

公共流域下水道事業《国費2/3の場合》における建設改良費の財源

国庫
【2/3】

市町（建設負担金）
【1/6】

県（下水道事業債）
【1/6】

 

 

公共流域下水道事業《国費2/3の場合》における起債償還の財源

使用料負担
(追加負担対象)

30%
【18%】

県交付税措置
49%

【29.4%】

県交付税措置
100%
【40%】

市町実質負担
51%

【30.6%】

市町交付税措置
49%

【29.4%】

市町交付税措置
100%
【40%】

県実質
負担
21%

【12.6%】

下水道事業債(通常分）60% 下水道事業債(臨時措置分）40%

県

(1/6)

市町

(1/6)

市町建設負担金

公費７割私費３割

 

 

３ 知識・技術の継承 
下水道事業経験の豊富な職員が、常に知識・技術を継承していくことを意識し、未経験者や若手

職員に対し、ＯＪＴを通じて知識・技術の共有化を図るとともに、若手職員を積極的に兵庫県まち

づくり技術センターや日本下水道事業団主催の技術に関する研修させることで知識の取得を図り、

専門職員が減少傾向にある状況下でも効率的な事業の推進が可能な体制の構築を引き続きめざし

ていく。  
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Ⅶ 今後 10 年間の投資計画、維持管理計画及び収支計画 
１ 投資計画 
  投資事業費については、原則的には、業務量の平準化を図り、 

   ・ 「ひょうごインフラ・メンテナンス 10 箇年計画」の見直しを反映した建設改良費 

・ 兵庫東流域下水汚泥広域処理場の下水汚泥エネルギー有効利用システムの構築 

・ 地震・津波・高潮対策 

   に必要な費用で、以下のとおりとする。 

なお、流域下水道事業は、国庫補助金等における地方財政措置が手厚く、自己財源のみで改築更新

事業を実施することはない。 

老朽化施設が多い兵庫県流域下水道事業では、緊急性・必要性の高い施設から対応しているため、

投資計画は、国庫補助事業内示に対応した形となるので、積極的に確保していく。 

（単位：百万円）

補助率 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 計

2/3 1,741 1,142 955 333 333 333 216 333 333 333 6,052

1/2 88 0 0 0 0 0 117 0 0 0 205

管渠 1/2 76 95 110 0 0 0 0 0 0 0 281

計 1,905 1,237 1,065 333 333 333 333 333 333 333 6,538

2/3 1,364 457 472 407 407 407 392 407 407 407 5,127

1/2 35 5 5 4 4 4 19 4 4 4 88

管渠 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 1,399 462 477 411 411 411 411 411 411 411 5,215

2/3 810 293 416 542 534 484 293 0 0 229 3,601

1/2 260 282 30 138 163 189 0 0 0 0 1,062

ポンプ場 1/2 447 100 300 33 15 47 426 720 720 401 3,209

管渠 1/2 225 135 95 11 11 4 4 4 4 4 497

計 1,742 810 841 724 723 724 723 724 724 634 8,369

2/3 2,156 540 619 510 541 602 602 602 602 502 7,276

1/2 157 59 5 34 4 4 4 4 4 57 332

管渠 1/2 74 80 80 61 61 0 0 0 0 0 356

計 2,387 679 704 605 606 606 606 606 606 559 7,964

2/3 845 592 666 558 592 592 516 592 592 500 6,045

1/2 276 84 34 45 11 11 87 11 11 11 581

管渠 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 1,121 676 700 603 603 603 603 603 603 511 6,626

2/3 776 150 245 502 342 614 624 599 599 563 5,014

1/2 90 5 5 57 11 27 18 42 42 80 377

管渠 1/2 205 564 495 82 287 0 0 0 0 0 1,633

計 1,071 719 745 641 640 641 642 641 641 643 7,024

高率 3,226 2,402 2,444 3,870 3,870 2,002 2,096 548 578 540 21,576

低率 150 25 5 4 4 76 4 34 4 4 310

計 3,376 2,427 2,449 3,874 3,874 2,078 2,100 582 582 544 21,886

高率 2,394 787 816 641 703 703 703 703 703 705 8,858

低率 147 0 0 63 0 0 0 0 0 0 210

計 2,541 787 816 704 703 703 703 703 703 705 9,068

15,542 7,797 7,797 7,895 7,893 6,099 6,121 4,603 4,603 4,340 72,690

198 198 198 198 198 198 198 198 198 196 1,978

15,740 7,995 7,995 8,093 8,091 6,297 6,319 4,801 4,801 4,536 74,668

武庫川
上流

合計

単独費

小計

区分

処理場

処理場

処理場

処理場

処理場

処理場

処理場

処理場

猪名川

兵庫東

兵庫西

揖保川

加古川
下流

加古川
上流

武庫川
下流

【各処理場の主な整備内容】 

○ 猪名川：汚泥焼却設備更新、汚泥前処理電気設備等更新 

  ○ 武庫川上流：沈殿池生物反応槽改築、送風機棟受変電設備改築 

  ○ 武庫川下流：水処理設備改築、ポンプ場機械・電気設備更新 

  ○ 加古川上流：水処理設備電気・機械設備改築、焼却設備長寿命化 

  ○ 加古川下流：電気計装設備改築、焼却設備長寿命化 

  ○ 揖保川：自家発電装置改築、中央監視電気設備改築 

  ○ 兵庫東：津波対策工事、下水汚泥エネルギー有効利用設備整備 

  ○ 兵庫西：ケーキ圧送ポンプ改築、焼却炉サイクロン改築 
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２ 維持管理計画 
（１）維持管理費の 10 年間の推移 

維持管理費については、運転管理等包括委託料、修繕費等の比較的執行額の大きい科目は、人口

推計比率や過去の実績の伸び率等から算出し、その他の人件費等の経費は、近年の予算・決算等の

状況を踏まえ、以下のとおりとする。 

（単位：百万円）

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

44 44 44 44 44 44 44 44 44 44

うち固定費 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

うち変動費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

うち修繕費 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

680 731 751 752 753 754 755 756 758 759

うち固定費 606 650 646 646 646 646 645 645 645 646

うち変動費 54 55 54 54 53 53 53 52 52 51

うち修繕費 20 26 51 52 54 55 57 59 61 62

1,614 1,613 1,635 1,640 1,645 1,651 1,657 1,663 1,670 1,676

うち固定費 1,167 1,177 1,187 1,187 1,186 1,186 1,186 1,186 1,186 1,186

うち変動費 236 236 237 235 235 234 233 232 231 230

うち修繕費 211 200 211 218 224 231 238 245 253 260

1,632 1,640 1,644 1,657 1,668 1,682 1,695 1,709 1,724 1,739

うち固定費 1,072 1,078 1,083 1,085 1,083 1,083 1,082 1,083 1,083 1,083

うち変動費 107 106 105 103 102 101 100 98 97 96

うち修繕費 453 456 456 469 483 498 513 528 544 560

1,634 1,642 1,652 1,663 1,673 1,685 1,697 1,710 1,723 1,736

うち固定費 1,120 1,126 1,138 1,137 1,136 1,135 1,135 1,136 1,136 1,136

うち変動費 123 129 123 123 122 122 121 120 120 119

うち修繕費 391 387 391 403 415 428 441 454 467 481

1,111 1,128 1,147 1,152 1,155 1,156 1,158 1,159 1,161 1,163

うち固定費 802 819 808 808 808 808 807 808 808 808

うち変動費 224 232 234 236 236 234 233 230 228 226

うち修繕費 85 77 105 108 111 114 118 121 125 129

2,656 2,781 2,794 2,820 2,844 2,576 2,599 2,325 2,343 2,360

うち固定費 971 975 992 992 989 950 950 909 910 908

うち変動費 829 834 830 826 823 755 752 684 679 675

うち修繕費 856 972 972 1,002 1,032 871 897 732 754 777

3,204 3,304 3,446 3,441 3,270 3,473 3,236 3,166 3,246 3,144

うち固定費 1,924 2,110 2,042 2,017 1,829 2,039 1,808 1,750 1,840 1,727

うち変動費 975 929 1,011 1,019 1,024 1,005 986 961 937 934

うち修繕費 305 265 393 405 417 429 442 455 469 483

12,575 12,883 13,113 13,169 13,052 13,021 12,841 12,532 12,669 12,621

うち固定費 7,704 7,977 7,938 7,914 7,719 7,889 7,655 7,559 7,650 7,536

うち変動費 2,548 2,521 2,594 2,596 2,595 2,504 2,478 2,377 2,344 2,331

うち修繕費 2,323 2,385 2,581 2,659 2,738 2,628 2,708 2,596 2,675 2,754

揖保川

兵庫東

兵庫西

計

区分

猪名川

武庫川上流

武庫川下流

加古川上流

加古川下流

 
※ 修繕費は施設の老朽化等により増額傾向にあるが、経営努力により令和 4年度以降の増加額

を抑えることとした。[過去 5年(H25～30)の修繕費平均伸び率４％→３％に見直し] 

※ 猪名川は県内の管渠に係る維持管理費のみ計上 

※ 兵庫西は、包括委託に定期修繕等大規模な修繕費を含むため、固定費が増減する。（なお、 

兵庫西のみ計画修繕が包括委託に含まれる。→計画修繕が固定費に計上されている。） 

区分 内容

固定費
　変動費、修繕費以外の経費を計上
　　（運転管理業務委託費、電気料金（基本料金）など）

変動費
　流入下水量等に伴い変動する経費を計上
　　（電気料金（従量料金等）、薬品費など）

修繕費  計画修繕及び緊急修繕に係る経費を計上
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○ 各年度の数値の基本的な考え方 

    【令和元年度】 

     令和元年度当初予算額を計上     

【令和 2年度】 

     関係市町との協定額（H30～R2）を計上（猪名川を除く） 

     猪名川は、令和元年度と概ね同額を計上     

【令和 3年度】 

・ 固定費：令和元年度をベースに、近年の予算・決算等の状況を踏まえて計上 

・ 変動費：令和元年度をベースに、関係市町の処理人口推計比率を踏まえて計上 

・ 修繕費：近年の予算・決算等の状況を踏まえて計上     

【令和 4年度以降】 

・ 固定費：令和 3年度と概ね同額を計上 

・ 変動費：令和 3年度と同様に、関係市町の処理人口推計比率を踏まえて計上 

・ 修繕費：令和 3年度以降、対前年３％増額するものとして計上 

 

【処理人口推計比率による流入下水量見込】

（単位：百万㎥）

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

26.2 26.1 25.8 25.6 25.4 25.2 25.1 24.8 24.6 24.3

処理人口推計比率(R1比) － － 98.6% 97.9% 97.2% 96.5% 95.7% 94.9% 94.0% 93.0%

102.9 101.7 101.9 101.5 101.0 100.6 100.2 99.5 98.9 98.3

処理人口推計比率(R1比) － － 98.9% 98.5% 98.0% 97.5% 97.1% 96.4% 95.7% 95.1%

31.1 31.2 30.3 29.9 29.6 29.2 28.8 28.4 28.0 27.6

処理人口推計比率(R1比) － － 97.3% 96.2% 95.0% 93.8% 92.7% 91.4% 90.1% 88.8%

48.3 47.9 48.2 48.0 47.7 47.5 47.3 47.0 46.7 46.3

処理人口推計比率(R1比) － － 99.6% 99.2% 98.8% 98.3% 97.9% 97.2% 96.6% 95.9%

26.9 26.9 27.8 28.1 28.1 27.9 27.7 27.4 27.2 26.9

処理人口推計比率(R5比) － － － － － 99.2% 98.4% 97.5% 96.6% 95.7%

235.4 233.8 234.0 233.1 231.8 230.4 229.1 227.1 225.4 223.4流域 計

区分

武庫川上流

武庫川下流

加古川上流

加古川下流

揖保川

 

 ※ 揖保川は R5 まで関係市町報告値を計上 

 

【処理人口推計比率による受泥汚泥量（生汚泥）見込】

（単位：万㎥）

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

304.6 302.8 302.3 301.0 299.7 298.4 297.1 295.2 293.4 291.5

処理人口推計比率(R1比) － － 99.2% 98.8% 98.4% 98.0% 97.5% 96.9% 96.3% 95.7%

150.0 150.2 152.1 152.8 153.3 152.4 151.6 150.5 149.5 148.4

処理人口推計比率(R5比) － － － － － 99.5% 98.9% 98.2% 97.5% 96.8%

454.6 453.0 455.4 454.8 454.0 451.8 449.7 446.7 443.9 440.9

区分

兵庫東

兵庫西

汚泥 計
 

   

【処理人口推計比率による受泥汚泥量（脱水ケーキ）見込】

（単位：千ｔ）

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

14.9 14.0 14.7 14.7 14.7 14.6 14.5 14.4 14.3 14.2

処理人口推計比率(R5比) － － － － － 99.5% 98.9% 98.2% 97.5% 96.8%

区分

兵庫西

 

※ 兵庫西は R5 まで関係市町報告値を元に計上 
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３ 収支計画 

＜収支計画の特徴＞ 

① 資金ベースの収支は、毎年度±０円 

兵庫県流域下水道事業は、水道事業や病院事業、市町の公共下水道事業などと異なり、直接的な 

住民からの使用料収入がない。当該年度の現金支出のうち、国庫補助金及び地方交付税を除く部分 

について、自治体が負担する。 

 

具体的には、処理場毎に、 

○ 薬品費や電気代、委託料などの維持管理費を、市町毎の処理水量等に応じて負担 

○ 投資に係る資本費（※）は、市町間の負担協定に基づき負担････････P20 財源図を参照 

※ 資本費の負担は、損益ベースの減価償却費ではなく、資金ベースの元利償還金の基となる建設

費（＊１）について、市町間の協定（＊２）に基づき負担。 

＊１ 建設費の国庫補助金充当後の起債借入に係る交付税措置を除く部分 

＊２ 処理場は計画値、管渠は量や延長などを踏まえた市町毎の負担割合を市町間で協定 

 

以上のように、市町の受益をできる限り特定し、負担を求めている。 

このため、資金ベースの収支は、毎年度±０円である（年度内収入と出納閉鎖内支出が原因で、資

金収支上の一時的な黒字発生はある）。また、処理場毎に収支を完結させているため、赤字の処理場を、

黒字の処理場で補填するといった状況が生じることもない。 

 

② 損益ベースの収支には、非現金の黒字や赤字が生じる 

非現金の長期前受金戻入額が減価償却費を上回る額が黒字となり、下回ると赤字になる。 

兵庫県流域下水道事業の損益上の赤字や黒字は、資産の耐用年数と起債の償還期間の差異が現れ

ているに過ぎず、長期的には、±０であるため、経営的な問題はない。 

具体的には、一つ一つの資産の財源のうち、起債充当部分の「減価償却費」と「起債の元金償還

金への繰入金（＝長期前受金戻入額）」との差が、損益上の赤字や黒字となって現れる。 

起債充当部分の減価償却費と元金償還金は、長期的には、同額である。 

ところが、「減価償却費の耐用年数」と「起債の償還期間」に差異があるため、単年度で見ると 

差が生じる。 
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＜モデルケースで試算＞････････起債充当部分の減価償却費と元金償還への繰入金が長期的に同額 

起債充当５４億円の資産があったとし、その５４億円部分の費用・収益の、 

・ 減価償却費（償却年数２７年：年間２億円償却） 

・ 起債の元金償還金（償還年数３０年：年間１.８億円償還）に対する一般会計繰入金 

の３０年収支は、次のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（解説） 

毎年度、収益 1.8 億円－費用２億円＝△0.2 億円（赤字）。この赤字が 27 年間蓄積し、27 年目の累積赤

字は、5.4 億円。最後の３年間（28 年目から 30 年目）は、収益 1.8 億円－費用０円＝1.8 億円の黒字。 

5.4 億円の累積赤字が、残る３年間で、1.8 億円ずつ減少。最終の 30 年目に累積損益は±０。 

 

 

＜収支計画策定上の特徴＞ 

通常、公営企業などの収支計画は、 

・ 需要見込み（将来の処理水量等）→ 需要に対応した建設投資計画 → 資本費の回収、維持管理運

営費を踏まえた収支計画という流れで策定されるものが多い。 

しかし、兵庫県流域下水道事業は、県内の生活排水処理率が 98.9%に達し、人口減少の進展から 

今後、流入下水量等が横ばい又はやや減少傾向と見込まれる中、これまでの施設の新設・増設から 

老朽化施設の改築・更新へと移行している。 

したがって、収支計画は、次のとおり策定。 

・ 老朽化施設を国庫補助対象額の範囲内で改築更新。その際、需要見込みを踏まえて改築更新の規

模を検討の上、建設計画を策定 → 収支計画という流れになる。 

 

 

 

年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

収益（元金償還への繰入金） 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8

費用（減価償却費） 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0

損益 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 1.8 1.8 1.8

累積損益 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 -1.0 -1.2 -1.4 -1.6 -1.8 -2.0 -2.2 -2.4 -2.6 -2.8 -3.0 -3.2 -3.4 -3.6 -3.8 -4.0 -4.2 -4.4 -4.6 -4.8 -5.0 -5.2 -5.4 -3.6 -1.8 0.0

-6.0

-5.0

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

収益（元金償還への繰入金） 費用（減価償却費） 損益 累積損益
（億円）
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① 収益的収支 

   維持管理等を行うための収入及び支出である「収益的収支」について、近年の予算・決算等の状況

を踏まえ、以下のとおりとする。 

令和元年度 2年度 3年度 4年度

営業収益 13,005 13,298 13,360 13,415

流域下水道費負担金 8,974 9,138 9,191 9,239

下水道事業受託費収入 4,031 4,160 4,169 4,176

営業外収益 16,939 19,520 18,995 18,990

一般会計補助金 1,300 1,477 1,347 1,301

長期前受金戻入 ※ 15,639 18,043 17,648 17,689

29,944 32,818 32,355 32,405

営業費用 28,529 31,336 30,914 31,013

減価償却費 ※ 15,178 17,890 17,495 17,534

資産減耗費 ※ 460 153 153 155

処理場維持管理委託料 12,891 13,293 13,266 13,324

（うち職員給与費） 42 42 42 42

営業外費用 1,415 1,482 1,441 1,392

企業債利息 1,126 1,110 1,020 936

支払消費税等 289 372 421 456

29,944 32,818 32,355 32,405

0 0 0 0

※ 2,222 1,337 1,041 595

2,222 1,337 1,041 595

※ 2,478 1,601 1,297 852

※ 1,409 3,010 4,307 5,159未処分利益剰余金(累計）

当該年度純損益（税抜）

特別利益

区　　分

経常収益計

経常費用計

経常収支

当該年度収支

  

※ 区分項目の「※」は現金による移動を伴わない 

     【主な特徴】 

・ 毎年度資金ベースでの収支は、原則±０円となるものの、現金による移動を伴わない長期前受 

金戻入は、固定資産取得時の国庫補助金や市町負担金等のほか、起債償還に係る一般会計等の繰 

入金を含んでおり、減価償却費を超える部分については、特別利益に計上。 

・ 令和元年度約 253 億円の建設改良費を計上することにより、令和 2年度以降の減価償却費が多 

くなる見込み（令和 2 年度から令和 10 年度まで年平均 170 億円程度）。 

・ 令和 6年度から 8年度まで長期前受金戻入額が減価償却費等より少なくなるものの、令和 10 

年度までの各年度における純損益（税抜）では、黒字となる見込み。 

・ 維持管理費は、全額、関係市町からの負担金。 
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（単位：百万円）

5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度

13,306 13,271 13,100 12,795 12,934 12,894

9,238 9,186 9,163 9,033 9,106 9,125

4,068 4,085 3,937 3,762 3,828 3,769

18,823 18,258 17,887 16,848 17,808 17,850

1,272 1,250 1,228 1,226 1,224 1,245

17,551 17,008 16,659 15,622 16,584 16,605

32,129 31,529 30,987 29,643 30,742 30,744

30,757 30,258 29,814 28,459 29,345 29,314

17,397 16,995 16,729 15,738 16,490 16,516

154 121 122 94 94 89

13,206 13,142 12,963 12,627 12,761 12,709

32 32 32 32 32 32

1,372 1,379 1,366 1,394 1,398 1,429

888 868 833 840 828 841

484 511 533 554 570 588

32,129 31,637 31,180 29,853 30,742 30,744

0 △ 108 △ 193 △ 210 0 0

183 0 0 0 696 206

183 △ 108 △ 193 △ 210 696 206

439 146 59 40 944 455

5,598 5,744 5,803 5,843 6,787 7,242

 
 

   【その他算定に係る前提条件】 

    ・ 職員給与費は、維持管理業務従事者（３名分）に係る給与等 

なお、退職給付引当金は、H30～R4 の 5 年間で積み立てる。 

・ 企業債利息に係る利率は 1.4％（内閣府「中長期の経済財政に関する試算」の 2024 年度金利

を適用）と設定。 
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② 資本的収支 

施設の建設改良に係る投資的な収入と支出である「資本的収支」について、「ひょうごインフラ・メ

ンテナンス 10 箇年計画」の見直し等を反映し、以下のとおりとする。 

 

令和元年度 2年度 3年度 4年度

企業債 7,101 2,661 2,652 2,926

国庫補助金 15,241 4,780 4,821 4,937

流域下水道負担金 3,097 1,111 1,073 771

下水道事業受託費収入 420 400 377 350

一般会計補助金 5,634 5,482 5,113 4,714

計 31,495 14,436 14,037 13,699

建設改良費 25,314 8,435 8,435 8,533

（うち職員給与費） 440 440 440 440

企業債償還金 6,181 6,001 5,602 5,166

計 31,495 14,436 14,037 13,699

0 0 0 0

409 409 409 409

72,040 68,700 65,750 63,510企業債残高

区　　分

収入

支出

収支差（収入-支出）

資金残高（内部留保金）

 

【主な特徴】 

・ 企業債の償還には一般会計補助金、流域下水道事業負担金（関係市町より）及び下水道事業受託

費収入（兵庫東・西広域汚泥処理事業に係るもの）を充当。 

なお、一般会計補助金については、財政状況により変動。 

・ 職員給与費は、工事業務従事者（32 名分）に係る給与等。 

・  各年度の建設改良費は、投資計画に事務費（職員人件費等）を加算し算出 

ただし、令和元年度については、平成 30 年度からの繰越分を含め事業費ベースで算出。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

 

 

  

（単位：百万円）

5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度

2,866 2,146 2,176 1,578 1,575 1,506

4,924 3,853 3,810 2,849 2,853 2,717

762 767 806 847 860 815

333 307 327 321 341 365

4,295 3,942 3,778 3,517 4,597 4,087

13,182 11,017 10,899 9,115 10,227 9,490

8,463 6,669 6,691 5,173 5,173 4,908

372 372 372 372 372 372

4,719 4,348 4,208 3,942 5,054 4,582

13,182 11,017 10,899 9,115 10,227 9,490

0 0 0 0 0 0

409 409 409 409 409 409

61,658 59,456 57,424 55,060 51,581 48,505
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Ⅷ その他の今後の取組 

１ 下水道広報の推進 

下水道の普及が進んだ現在は、県民にとって下水道は「あって当たり前」という状況になり、下水

道は普段、目に触れない施設であることから、あまり認識されることはない。下水道は県民の日常生

活や産業活動に必要不可欠なインフラであり、確実に維持していくための老朽化対策などの取組に県

民の理解を得ていく必要がある。 

このため、下水道施設見学会などの開催や、マンホールカード、「ひょうごのマンホールガイド」な

どの広報ツールを最大限活用して、多彩な広報活動を展開し、県民に下水道の大切さを分かりやすく

アピールしていく。 

 

 

２ 生活排水処理施設の広域化・共同化の推進 

  人口減少による使用料収入の減少、施設の老朽化、専門職員の不足等により、生活排水処理を取り

巻く経営環境は厳しさを増しており、県民生活に密着した重要なインフラである生活排水処理施設の

持続性を高める取組が喫緊の課題となっている。 

県は、これまで兵庫県下水道維持管理適正化協議会などの場を通じ、市町の維持管理上の課題解決に

向けた技術的な助言や、施設の統廃合に関する協議調整を行ってきた。 

さらに、市町による統廃合を促進するとともに、市町の枠を超えた広域化・共同化等を検討する場

として、県内全市町参画のもと「兵庫県生活排水効率化推進会議」を平成 29 年８月に設立し、市町の

取組を支援しており、平成 31 年３月末時点で 62 施設が廃止された。 

これまで県内でも、地域的制約などを考慮し隣接する市町の汚水処理の共同化（明石市・播磨町な

ど）や、下水汚泥の広域処理（北但地域など）が行われている。 

現在も県内の生活排水処理施設は 546 施設と非常に多いことから、引き続き、施設の統廃合等、持

続性を高める取組を進める。 

 

  県内の生活排水処理施設の現状（平成 31 年３月末） 

区分 下水道
農業集落
排水施設

漁業集落
排水施設

コミュニティ
・プラント

小規模集落排水

処理施設等
合計

生活排水
処理施設

136 294 11 87 18 546

【参考】
廃止施設

△ 8 △ 37 △ 2 △ 15 － △ 62
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  ■構成員 

    国土交通省近畿地方整備局、兵庫県、県内 

全４１市町、１事務組合、まちづくり技術 

センター等の支援団体（オブザーバー） 

 

   ■検討内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 豊かな海の実現に向けた取組 

 播磨灘において、栄養塩不足等の要因と考えられるノリの色落ち問題が顕在化していたことから、

兵庫県漁業協同組合連合会からの要望を受け、平成21年２月から県加古川下流浄化センターなどで、

ノリの養殖期の冬季に栄養塩である窒素排出量を増加させる運転（季節別の栄養塩類管理運転）の試

行に取り組んできた。 

平成30年９月に播磨灘流域別下水道整備総合計画（播磨灘流総）を策定し、従来の計画の目標であ

る水質環境基準の達成・維持に加え、多様な目標の一つとして「豊かな海の実現」を設定、季節別の

処理水質を位置づけた。 

このことを受け、県加古川下流浄化センター、明石市二見浄化センター、洲本市五色浄化センター

の３処理場で本年度より季節別運転の本運用を開始した。また、播磨灘流総には、21処理場で季節別

運転の試行を位置づけており、新たに県揖保川浄化センター等において試行を開始した。さらに、関

係市町が参画する「季節別運転に関する連絡会議」を開催し、取組の拡大を図っている。 

今後も豊かな海の実現に向けて、取組を実施する下水処理場を拡大するとともに、環境基準の範囲

内で可能な限り窒素排出量の増加を図るための取組を進める。 

 

 

 

 

兵庫県生活排水効率化推進会議 

行政界を超えた統廃合検討部会 

行政界を超えた生活排水処理施設の統廃

合について、検討地区を抽出し、その効果

と課題を整理するとともに実施の可能性

について検討 
 例）加西市の施設を姫路市へ統合 

流域編入検討部会 

流域下水道のポテンシャルを最大限発揮

できるよう、新規参入市町を受入れる等の

流域拡大について、多可町をモデルとして

その効果と課題を整理するとともに実施

の可能性について検討 

ソフト連携検討部会 

維持管理をはじめとする事務の共同化などソフト面での連携の可能性を検討 
 例）水質検査の共同化等 
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Ⅸ 計画の進捗管理及び検証 
  今後は、投資計画、維持管理計画を中心とした収支計画について、事業年度終了後ごとに実績値による

進捗状況を管理するとともに、計画期間の中間年度である令和 5年度頃に、有識者等による懇話会を開催

するなどにより、経営戦略の見直しを行う。 

  ただし、計画と実績との乖離が著しい場合や、財政状況の変化に伴う大幅な変更が生じた場合は、適宜

見直しを行い、実効性の観点から計画自体の精度を高めていく。 

  なお、見直しに当たっては、計画と実績との乖離の要因を分析するとともに、「Plan－Do－Check－Action」

のサイクルを用いて、検証を行っていく。 

 

 １ Plan  ：経営戦略の10年間の投資計画・維持管理費計画・収支計画の策定 

２ Do   ：経営戦略に基づく10年間計画の着実な実行 

３ Check ：投資計画、維持管理費、収支計画の実績比較及び要因の検証（R5年度見直し） 

４ Action：検証結果を踏まえた計画の見直し（R5年度） 

 

投資計画 （単位：百万円）

区分 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

投資額 15,740 7,995 7,995 8,093 8,091 6,297 6,319 4,801 4,801 4,536

維持管理計画 （単位：百万円）

区分 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

固定費 7,704 7,977 7,938 7,914 7,719 7,889 7,655 7,559 7,650 7,536

変動費 2,548 2,521 2,594 2,596 2,595 2,504 2,478 2,377 2,344 2,331

修繕費 2,323 2,385 2,581 2,659 2,738 2,628 2,708 2,596 2,675 2,754

計 12,575 12,883 13,113 13,169 13,052 13,021 12,841 12,532 12,669 12,621

収益的収支 （単位：百万円）

区分 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

収益 32,166 34,155 33,396 33,000 32,312 31,529 30,987 29,643 31,438 30,950

費用 29,944 32,818 32,355 32,405 32,129 31,637 31,180 29,853 30,742 30,744

収支差 2,222 1,337 1,041 595 183 △ 108 △ 193 △ 210 696 206

収支差（税抜） 2,478 1,601 1,297 852 439 146 59 40 944 454

資本的収支 （単位：百万円）

区分 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

収益 31,495 14,436 14,037 13,699 13,182 11,017 10,899 9,115 10,227 9,490

費用 31,495 14,436 14,037 13,699 13,182 11,017 10,899 9,115 10,227 9,490


